
 

平成１６年１２月１３日（月）に第３回合併協議会を開催しました。協議の結果、２３

の協定項目が決定され、５０協定項目うち４６項目が決定しました。 

協 議 事 項 

○新町の名称 

『都幾川町』案 

 もともと「都幾川」と称する地域があったわけではなく、昭和の大合併のときに、明覚村、平村、大椚 

村が合併して都幾川村が誕生しましたが、命名の理由については、地域を流れる「都幾川」により、住

民が広く恩恵を受けており、この地域にふさわしいというものでした。  

当時、この３か村に玉川村を加えた４か村で合併しようとする動きもあり、もし、４か村で合併してい

たならば、上記の理由により、「都幾川村」となっていたかもしれないとの考えによるものです。 

また、両村には清流、都幾川が流れており、地域の地理的イメージにも合致した名称であると考え

られます。 

『ときがわ町』案 

 上記の『都幾川町』案で説明した理由に加え、暖かく、優しく、やわらかいイメージがある名称であり、

新たにスタートする新町の名称にふさわしいとの考えによるものです。２村の議会で検討いただいた中

で、一番多かった案でもあります。 

【協議結果】 

 協議会では、上記の案のほかに『とき川町』という意見もありましたが、最終的には全会一致で、『と

きがわ町』が新町の名称と決定されました。  

都幾川村・玉川村 

合 併 協 議 会 だ よ り 

協議第３７号 協定項目３ 新町の名称について 

   新町の名称は、ときがわ町とする。 
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第 3 号 



 

○新町の事務所の位置 

 地方公共団体の事務所の設定は地方自治法第４条第２項に、「住民の利用に最も便利であるよう 

に、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。」と規定され 

ています。 

 両村の庁舎の周辺には公共施設や住居が集積した状況ですが、明覚駅周辺では、両村の境がわ 

からないくらい住居が集積しており、両村を一つの地域として考えた場合、住居の集積度がより高い、

現在の玉川村役場を新町の事務所の位置とすることが適当であるとの考えによるものです。 

【協議結果】 

 協議会では、新町の事務所の位置については『現在の玉川村役場』とし、現在の都幾川村役場は、

新町の分庁舎とすることが、全会一致で決定されました。 

協議第４０号 協定項目１２号 特別職の職員の身分の取扱いについて 

１ 新町に町長のほか常勤の特別職として、助役、教育長を置く。なお、収入役の設置について

は、新町において検討する。 

（１）人数及び任期については、各法令の定めるところによる。 

（２）報酬額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに合併時に再編する。 

２ 行政委員（農業委員会委員を除く。）の委員数及び任期については、各法令の定めるところ 

による。報酬額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに合併時に再編す 

る。 

３ 審議会、委員会等の附属機関については、次のとおりとする。 

（１）両村に設置されているものについては、合併時に再編する。 

（２）２村のいずれかに設置されていて、新町において引き続き設置する必要のあるものにつ

いては、合併時に統合する。 

（３）人数、任期及び報酬額については、現行の制度をもとに合併時に再編する。 

４ その他の非常勤の特別職で、新町において引き続き設置する必要のあるものについては、 

現行の任期、報酬額をもとに調整し、新町において新たに設置する。 

５ 新町の町長の職務執行者については、２村の長が別に協議して定める。 

協議第３８号 協定項目４ 新町の事務所の位置について 

   １ 新町の事務所の位置は、比企郡玉川村大字玉川２４９０番地（現在の玉川村役場）とする。 

   ２ 現在の都幾川村役場は、新町の分庁舎とする。 

 

協議第３９号 協定項目６ 地域自治組織の取扱いについて 

１ 市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の４に規定する地域審議

会、同法第５条の５に規定する地域自治区及び同法第５条の８に規定する合併特例区は、新

町において設置しないものとする。 

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０２条の４に規定する地域自治区の設置について

は、新町において検討する。 

３ 各地域の均衡ある発展及び地域住民の連帯の強化を住民と協働で推進するため、都幾川

村の区域及び玉川村の区域に、非常勤の特別職として、参与を置くことができる。  



 

協議第４１号 協定項目９ 一般職の職員の身分の取扱いについて 

   １ 都幾川村及び玉川村の一般職の職員については、市町村の合併の特例に関する法律第９ 

条の規定により、すべて新町の職員として引き継ぐものとする。 

２ 職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるも

のとする。 

３ 職名及び任用については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、合併時に統一 

を図る。 

４ 給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、調整し統一を図る。なお、合併

時、現職員については、現給料月額を保障する。    

協議第４４号 協定項目２２－１０ 国民健康保険事業の取扱いについて 

１ 国民健康保険税 

（１）納期については、７月から２月の８期とし、都幾川村の例により、合併翌年度当初に統合

する。 

（２）仮算定については、合併年度限りで廃止する。 

（３）税率については、合併翌年度当初に再編する。 

（４）最高限度額については、現行のとおりとする。 

（５）軽減措置については、現行のとおりとする。 

（６）減免措置については、合併時に再編する。 

２ 国民健康保険基金 

（１）基金については、すべて新町に引き継ぐ。 

（２）高額療養費資金貸付については、限度額を見込額の９０％とし合併時に再編する。 

（３）出産費資金貸付については、限度額を見込額の８０％とし、合併時に再編する。 

３ 短期被保険者証については、合併翌年度当初に再編し、資格証明書については、合併後検

討する。 

４ 国民健康保険運営協議会については、合併翌年度当初に再編する。 

５ 出産育児一時金、葬祭費については、現行のとおりとする。 

 

協議第４２号 協定項目１４ 事務組織及び機構の取扱いについて 

   １ 新町の事務組織及び機構については、合併時までに再編する。 

２ 事務組織及び機構の再編に当たっては、分庁方式による窓口分散等、住民の混乱を招かな

いよう、わかりやすく、利用しやすい組織及び機構に整備する。 

協議第４３号 協定項目２２－９ 住民窓口業務の取扱いについて 

１ 各種証明書発行については、合併時に再編する。 

２ 窓口延長については、合併時に再編する。 

３ 郵便局における取扱いについては、現行のとおり、都幾川郵便局のみ実施する。 

４ 電話予約サービスについては、都幾川村の例により、合併時に統合する。  



 

協議第４６号 協定項目２２－１２ 保健、医療事業の取扱いについて 

１ 予防接種については、現行のとおりとし、相違のあるものについては、合併時に統合又は再

編する。 

２ 乳幼児及び母子に関する事業については、現行のとおりとし、相違のあるものについては、 

合併時に再編する。 

３ 基本健康診査については、平成１９年度当初に再編する。 

４ がん検診については、現行のとおりとし、相違のあるものについては、平成１９年度当初に再

編する。 

５ その他の検診については、平成１９年度当初に統合又は再編する。 

６ 老人保健機能回復訓練事業については、合併時に統合する。 

７ 個別リハビリ相談については、現行のとおりとする。 

８ 健康教育、健康相談等については、合併時に統合又は再編する。 

９ 腹部超音波検診については、現行のとおりとする。 

１ ０ よい歯のコンクールについては、現行のとおりとする。 

１ １ 訪問指導については、合併時に再編する。 

１ ２ 精神保健福祉事業については、現行のとおりとし、相違のあるものについては、合併時に統

合又は再編する。 

１ ３ 地区組織活動については、新町に引き継ぐものとする。 

協議第４７号 協定項目２２－１３ 障害者福祉事業の取扱いについて 

１ 障害児（者）生活サポート事業については、合併翌年度当初に再編する。 

２ 障害者ホームヘルプサービス事業については、合併翌年度当初に再編する。 

３ 障害者スポーツ・レク交流会については、合併翌年度当初に再編する。 

４ 身体障害者訪問入浴サービス事業については、合併後、速やかに再編する。 

５ 重度心身障害者自動車等燃料費助成事業については、合併翌年度当初に再編する。 

６ 国民健康保険保健事業 

（１）検診等相違のある事業については、合併時に再編する。 

（２）保養施設宿泊利用助成については、現行のとおりとする。 

   ７ 国民健康保険の一部負担金の減免措置については、現行のとおりとする。 

協議第４５号 協定項目２２－１１ 介護保険事業の取扱いについて 

１ 第２期介護保険事業計画については、合併翌年度当初に再編する。 

２ 介護保険料の賦課及び納期 

（１）第２期介護保険事業計画による第１号被保険者保険料については、合併翌年度当初に 

再編する。 

（２）第１号被保険者保険料の普通徴収に係る納期については、７月から２月の８期とし、合併

翌年度当初に再編する。 

３ 介護認定審査会については、現行のとおりとする。 

４ 介護システムについては、合併翌年度当初に再編する。 



 

 

協議第４８号 協定項目２２－１４ 高齢者福祉事業の取扱いについて 

１ 高齢者保健福祉計画については、合併翌年度当初に再編する。 

２ 高齢者慶祝事業については、合併翌年度当初に再編する。 

３ 配食サービス事業については、合併翌年度当初に再編する。 

４ 住宅介護支援センター運営事業については、合併翌年度当初に再編する。  

協議第４９号 協定項目２２－１５ 児童福祉事業の取扱いについて 

１ 児童手当については、国の制度のため、現行のとおりとする。 

２ 児童扶養手当については、国の制度のため、現行のとおりとする。 

３ 特別児童扶養手当については、国の制度のため、現行のとおりとする。 

４ 父子手当支給事業については、合併時に廃止する。 

５ 乳幼児医療費支給事業については、現行のとおりとする。 

６ 児童医療費支給事業については、玉川村の例により、合併翌年度当初に統合する。 

７ ひとり親家庭等医療費支給事業については、現行のとおりとする。 

８ 児童相談に関することについては、合併後、速やかに再編する。 

９ 青少年対策に関することについては、合併後、速やかに再編する。 

１ ０ 次世代育成支援行動計画については、合併後、速やかに再編する。 

１ １ 児童虐待ネットワークについては、合併後、速やかに再編する。 

１ ２ 出産祝い金制度については、都幾川村の例により、合併翌年度当初に統合する。 

協議第５０号 協定項目２２－１６ 保育事業の取扱いについて 

１ 放課後児童対策事業については、平成１９年度当初に再編する。 

２ 家庭保育室運営補助事業については、合併翌年度当初に再編する。 

３ 特別保育補助事業については、合併翌年度当初に再編する。 

４ 保育料及び保育料の減免については、国の保育所徴収金基準額表を参考に、合併翌年度 

当初に再編する。 

５ 公立保育所管理運営事業については、合併翌年度当初に再編する。  

協議第５１号 協定項目２２－１７ ごみ処理事業の取扱いについて 

１ 廃棄物処理計画の実施計画については、合併時に再編する。 

２ ごみの搬出、収集体制については、合併後、速やかに再編する。 

３ 粗大ごみ収集運搬手数料については、合併時に統合する。 

４ 指定ごみ袋制度については、現行のとおりとする。 

５ ごみ減量化対策事業については、合併時に再編する。 

６ 重度心身障害者福祉タクシー利用料助成事業については、合併翌年度当初に再編する。 

７ 重度心身障害者医療費支給事業については、現行のとおりとする。 

８ 障害者福祉計画については、合併後、速やかに策定する。 

９ 身体障害者診断書料補助事業については、現行のとおりとする。 



 

６ 集団資源回収事業については、合併時に再編する。 

７ 一般廃棄物収集運搬許可については、合併時に再編する。 

協議第５２号 協定項目２２－１８ 環境対策事業の取扱いについて 

１ 環境保全条例については、合併後、速やかに再編する。 

２ 環境審議会については、合併後、速やかに再編する。 

３ 公害防止協定については、合併時に再編する。 

４ 地球温暖化対策については、合併後、速やかに再編する。 

５ 土砂等による土地の埋立て等の規制については、合併後、速やかに再編する。 

協議第５３号 協定項目２２－１９ 農林水産業振興事業の取扱いについて 

１ 農業振興地域整備計画については、合併後、速やかに再編する。 

２ 米生産調整対策事業については、現行のとおりとし、国及び県の施策動向を見極めながら 

調整する。 

３ 森林整備計画については、合併後、速やかに再編する。 

協議第５４号 協定項目２２－２０ 商工、観光事業の取扱いについて 

１ 融資制度については、合併時までに再編する。また、合併時において貸付されているものに

ついては、現行の制度を適用する。 

２ 利子補給制度については、玉川村の例により、合併時に統合する。また、合併時において貸

付されているものについては、現行の利子補給率を適用する。 

３ 商工会については、それぞれの事情を尊重し、統合するよう調整に努める。補助金について

は、別途協議の上、合併後に再編する。 

４ 観光協会については、関係する団体と協議し、合併後に再編する。 

５ 祭り・イベントについては、現行のとおりとする。ただし、「木のむらフェスティバル」及び「玉川

まつり」については、合併後、速やかに再編する。  

協議第５５号 協定項目２２－２１ 勤労者、消費者関連事業の取扱いについて 

１ 勤労者住宅資金融資制度については、現行のとおりとする。 

２ 消費生活相談については、現行のとおりとする。 

協議第５６号 協定項目２２－２２ 道路、河川事業の取扱いについて 

１ 道路については、現行のとおり、新町に引き継ぐものとする。道路新設、改良については、新

町建設計画及び既存の整備計画を基に、合併後、速やかに新町道路整備計画を策定し、計

画的に実施する。 

２ 河川については、現行のとおり、新町に引き継ぐものとする。河川事業については、合併後、

速やかに新町河川整備計画を策定し、計画的に実施する。 

３ 地籍調査事業については、現行のとおりとし、合併後、速やかに事業計画を策定し、計画的

に実施する。 



 

 

協議第５８号 協定項目２２－２５ 下水道事業等の取扱いについて 

１ 浄化槽市町村整備推進事業計画については、事業区域を新町に引き継ぎ、合併時に再編す

る。 

２ 浄化槽市町村整備推進事業施設使用料及び分担金については、現行のとおりとする。 

３ 浄化槽市町村整備推進事業推進補助制度については、合併時に再編する。  

協議第５９号 新町建設計画案について 

   新町建設計画案については、次回に継続協議となりました。 

協議第５７号 協定項目２２－２３ 都市計画事業の取扱いについて 

１ 都市計画審議会については、合併後、速やかに再編する。 

２ 都市計画マスタープランについては、合併後、速やかに再編する。 

＜新町建設計画策定方針＞ 

 市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年３月２９日法律第６号）第５条の規定に基づき、都幾

川村・玉川村合併協議会において策定する新町建設計画については、次に掲げる策定方針により取

り組むものとする。 

 

１ 計画の趣旨 

 新町建設計画は、都幾川村及び玉川村が合併し誕生する新町のまちづくりの基本方針を定め、これ

に基づく計画を策定し、その実現により、２村の速やかな一体性の確立と住民福祉の向上を図るとと

もに、新町の均衡ある発展をめざすものである。 

 

２ 計画の内容 

 新町建設計画は、次の４項目を中心に構成するものとする。 

① 新町のまちづくりの基本方針 
② 新町または県が実施する新町のまちづくりの根幹となるべき事業 
③ 公共的施設の統合整備 
④ 新町の財政計画 
 

３ 計画の期間 

 新町建設計画期間は、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く１０か年度とする。 

 

４ 住民意向の反映 

 新町建設計画の策定にあたっては、比企地域３町３村合併協議会において実施したアンケートと現

在の２村の総合振興計画、また、平成１６年１０月１８日に全戸配布した２村合併に関するアンケート、

さらには、協議会だよりやホームページなどの広報広聴事業により、住民の声を計画の中に反映する

よう努めるものとする。 



 

◆ 都幾川村・玉川村合併協議会◆ 

<編集・発行>都幾川村・玉川村合併協議会事務局 

〒３５５－０３９６比企郡都幾川村大字桃木３２番地（都幾川村役場内） 

ＴＥＬ０９０－８６４５－４３６１ 

   ０９０－４３７４－５１６５ 

ホームページ http://www.tokitama.jp 

第５回合併協議会                 第６回合併協議会 

平成１７年１月１２日（水）           平成１７年１月２６日（水） 

場 所 玉川村中央公民館２階         場 所 都幾川村中央公民館３階 

  

※開催時間はいずれも１４時００分です。 

都合により、日程が変更になる場合があります。変更になった場合は、ホームペー

ジでお知らせします。なお、傍聴定員は原則３０名以内で開催いたします。ご協力をお

願いいたします。  

都幾川村・玉川村合併協議会開催予定 

５ 計画策定の基本的な考え方 

 （１） 新町建設計画は、合併後の新町において策定することとなる新町の総合振興計画の指針とな

るものである。 

 （２） 新町のまちづくりの基本方針の策定にあたっては、将来を見据え総合的かつ長期的視野に立

つものとする。 

（３） 新町建設計画は、その実施を通じて、地域住民の生活水準・文化水準を高める役割を担うも 

のとする。 

 （４） 新町建設計画は、その実施を通じて、適正な職員体制等行政改革を推進し、組織及び運営の

合理化を図るものとする。 

 （５） 新町建設計画は、単にハード面の整備だけでなく、ソフト面にも配慮するものとする。 

 （６） 公共的施設の統合整備については、住民生活への影響に十分配慮するとともに、地域特性や

地域のバランス、さらに財政事情も考慮のうえ検討するものとする。 

 （７） 新町の財政計画については、地方交付税、国や県の負担金及び補助金、地方債等の依存財

源を過大に見積もることなく、新町においても健全な財政運営が行われるよう十分留意して策定

するものとする。 


